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第５回新発田市入札監視委員会審議概要 
 

開催日及び場所 平成１８年１０月２日（月） 新発田市役所３階会議室 

内   容 

・委員長あいさつ 
・議事 
（１）抽出工事等の審議について 
（２）第６回委員会開催に伴う抽出委員の指定について 
（３）その他 

委   員 
（委員数５名） 
（出席数５名） 

委員長 柳 則行 （弁護士）   （出席） 
委員  鳴海 惇 （税理士）   （出席） 
委員  山田 耕太 （大学教授） （出席） 
委員  岡村 愛子 （公募委員） （出席） 
委員  畠山 幹英 （公募委員） （出席） 

審議対象期間 平成１８年５月１日～平成１８年８月３１日 

抽出案件 １０件（対象工事総件数１４８件） 

制限付 
一般競争入札 

２件 

・教受第５号 
 加治川小学校校舎Ｃ棟建築工事 
・雨補第２号 
 新井田川１号雨水幹線整備工事 

公募型 
指名競争入札 

３件 

・受託第１号  
 猿橋共同調理場解体工事 
・駅単第５号 
 新発田駅前宅地（１５街区）造成工事 
・除雪第１号 
 豊町２号線他削井工事 

 

通常 
指名競争入札 

３件 

・教受第１号 
 二葉小学校プール濾過機入替え工事 
・道新第１６号 
 上館新屋敷線改良工事 
・受託第８号 
 加治川幼稚園遊戯室塗装改修工事 
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随意契約 ２件 

・建受石第４号 
 佐々木中学校階段室・ＴＴルーム石綿除去工事 
・地教受第３号 
 加治川統合小学校建設に係る側溝整備工事 

委員からの意見・質

問、それに対する回答 
 別紙のとおり 

委員会による意見の

具申内容 
特になし 

 
その他 

 
 傍聴者 ６名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 3 - 

 

意 見 ・ 質 問 回  答 

１ 開会 
 
２ あいさつ 
・柳委員長あいさつ 
  
３ 議事 
（１）抽出工事等の審議について 
【制限付一般競争入札について】 

 
・（教受第５号に対して）入札価格の最高額

と最低額の差が少ないように感じるが、これ

についてどのように考えるか。 
 
 
・事前公表前と後で数字の差はあるか。 
 
 
 
 
・新しい入札制度を導入してから、競争原理

がはたらいているというのは、具体的に示せ

るか。 
 
 
 
・小学校などで、シックハウス症候群など、

子どもに害を与える施設がないか調査は行

っているのか。 
 
・加治川小学校のように、学校の建築を３つ

に分けて発注した場合、落札業者はやはり

別々になるのか。過去に同一業者が落札した

事例はあるか。 

 
 
 
 
 

 
（抽出案件中、制限付一般競争入札２件の概

要について説明） 
 
・予定価格を事前公表していることから、業

者それぞれが価格を下げる努力をしている

と思われ、このような結果になったと考え

る。 
 
・落札率で見ると、平成１７年度で、事前公

表をしていない指名競争入札が 94.81%、 
事前公表をした一般競争入札で 94.33%、公
募型指名競争入札で 93.60%である。 
 
・落札率を見ても、導入前と導入後では２~
３ポイント低下していることもあり、新入札

制度導入の成果が表れていると思っている。 
  
 
 
・設計の段階で、健康に害を及ぼすような材

料は使っていない。 
 
 
・学校のように大きな施設は、工期の制約と

構造面での独立性などから、分割して発注し

たものである。分割したとしても１業者が複

数落札する可能性もあるが、これまでに、そ
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・落札業者が偏っているのかどうか、加治川

小学校のＡ棟・Ｂ棟・Ｃ棟の入札調書を見れ

ば傾向が判るのではないか。次回の委員会で

提示してほしい。 
  
【公募型指名競争入札について】 
 
 
・（特になし） 
 
 【通常指名競争入札について】 
 
 
・（受託第８号について）指名業者５者中、

２者辞退となっているが、これはどういうこ

とか。 
 
・入札辞退によって、最低入札業者数である

４者を下回っているが、このような場合は追

加指名するなどして、入札参加業者数を確保

するということはないのか。 
 
 
 
 
・指名を辞退した場合は、次回から資料に理

由も明記してほしい。 
 
 【随意契約について】 
 
 
・随意契約については、一般的に談合とは結

びつかないとされているが、他自治体で、最

初に見積もった業者が随意契約している例

のような事例はない。 
 
・了解 
 
 
 
 
（抽出案件中、公募型指名競争入札３件の概

要について説明） 
 
 
 
（抽出案件中、通常指名競争入札３件の概要

について説明） 
 
・辞退の理由は、２者とも、手持ち工事の量

が多く、落札しても工期内に完成できない恐

れがあるからと聞いている。 
 
・指名を受けても、入札に参加するかどうか

は業者の自由である。また、この工事につい

ては夏休み中に施工する必要があること、ま

た、市内に塗装専門業者が少ないことから、

当初の指名業者で入札したもの。勿論、公募

して業者数が確保できない場合は、再度公告

を行うこともある。 
 
・了解 
 
 
（抽出案件中、随意契約２件の概要について

説明） 
 
・了解 
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がある。次回から当初見積もり業者名も示し

てほしい。 
 
・アスベスト工事の随意契約が６件あるが、

業者はどのようにして選んだのか。 
 
 
 
 
 
（３） その他 
 
 
 
 
 
・次回の事案抽出を山田委員に委任。 
 
４ 閉会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
・アスベスト工事については、学校というこ

とで、夏休み中に完了する必要があったため

に、全国的に発注時期が重なったこともあ

り、事前に受注可能な業者を調査し、その中

から見積もりを徴し、最低価格の業者に発注

した。 
 
（前回の質疑である、「市の再就職の実態に

ついて」の回答） 
・再就職をした者がいると聞いてはいるが、

市として斡旋はしていない。 
また、再就職を規制する規則等はない。 
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